
特
集

今、改めて少子化を考える
　未婚化、晩婚化、出生数の減少などによる少子高齢化の進行が、今、日本で大きな社会問題化しつつ
あります。少子化による人口減少、全世代に占める若年層比率の低下は、経済や地域活力に影響を与
え、年金、健康保険制度の将来の運用にも影を落としています。今回の特集では、喫緊の課題として少
子化問題をテーマとして取り上げました。有識者に、少子化がもたらす日本社会の構造変化、国力や地
方都市への影響、海外事例もまじえて解説していただき、あわせて独自の少子化対策に取り組む都市
の事例を紹介します。
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寄稿 1
子ども手当は少子化対策の切り札になるか
〜100万人の待機児童解消で保育は成長産業〜
社会保障審議会少子化対策特別部会長代理、東北福祉大学教授　岩渕勝好

寄稿2
日本の少子化対策の現状と課題
─フランスの家族政策からの提言─
日本大学法学部教授　神尾真知子

寄稿3
遊びを通して子どもをはぐくむ
子どもの視点から見た子育て支援
東根市長　土田正剛

寄稿4 少子化対策としてのファミリーサポートセンター事業
橿原市長　森下　豊
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特集　今、改めて少子化を考える
寄稿 1

必
要
だ
。

　

配
偶
者
・
扶
養
控
除
の
廃
止
で
子
ど
も
の
い
な
い

専
業
主
婦
世
帯
の
負
担
は
増
え
る
が
、パ
ー
ト
主
婦
が

年
末
に
な
る
と
仕
事
を
止
め
る「
１
３
０
万
円
の
壁
」

を
打
破
す
る
狙
い
も
あ
る
。
働
き
方
の
ゆ
が
み
と
年

金
・
保
険
の
空
洞
化
を
是
正
し
、
子
ど
も
の
い
な
い

世
帯
を
含
め
育
児
の
社
会
化
が
進
む
。

　

ま
た
、
多
く
の
先
進
諸
国
に
倣
っ
て
所
得
制
限
を

廃
止
す
る
と
公
約
し
た
が
、
一
般
国
民
は
も
と
よ
り

連
立
与
党
の
社
民
党
や
国
民
新
党
か
ら
も
異
論
が
出

た
。
現
行
の
児
童
手
当
で
給
付
ゼ
ロ
だ
っ
た
高
所
得

者
が
最
も
恩
恵
を
受
け
る
た
め
、「
金
持
ち
優
遇
」の

批
判
が
あ
る
。
事
務
コ
ス
ト
を
廃
す
る
意
味
も
あ
る

が
、
国
民
の
理
解
は
進
ん
で
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
子
ど
も
一
人
の
手
当
額
が
均
一
で
、
少

子
化
対
策
の
効
果
が
大
幅
に
減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

出
生
率
回
復
に
成
功
し
た
先
進
国
は
多
子
家
庭
の
手

当
を
加
算
し
て
い
る（
表
１
）。
出
産
奨
励
策
の
印
象

を
薄
め
る
よ
り
、
費
用
対
効
果
を
重
視
す
べ
き
だ
。

第
１
子
２
万
円
、
第
２
子
3
万
円
、
第
３
子
以
降

3
・
5
万
円
が
適
切
だ
。

　

潜
在
待
機
児
童
１
０
０
万
人
の
解
消
が
焦
眉
の
急

　

都
市
部
の
子
育
て
家
庭
に
と
っ
て
焦し

ょ
う
び眉
の
急
は
保

育
所
の
待
機
児
童
解
消
で
あ
る
。
大
不
況
に
よ
る
所

得
減
と
雇
用
不
安
か
ら
入
所
希
望
が
急
増
し
、
待
機

児
童
は
表
面
化
し
た
だ
け
で
２
万
人
を
超
え
、
地
方

都
市
も
増
加
し
て
い
る（
表
２
）。

　

民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
、
①
小
・
中
学
校
の

余
裕
教
室
・
廃
校
を
利
用
し
た
認
可
保
育
所
分
園
を

増
設
す
る
②「
保
育
マ
マ
」の
増
員
、
認
可
保
育
所
の

増
設
を
進
め
る
③「
子
ど
も
家
庭
省（
仮
称
）」の
設
置

を
検
討
す
る
─
と
公
約
し
た
。
厚
生
労
働
省
と
文
部

科
学
省
の
タ
テ
割
り
行
政
を
一
本
化
し
、
質
の
高
い

保
育
環
境
を
整
備
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
待
機
児

童
の
多
い
地
域
は
余
裕
教
室
が
少
な
く
、
子
ど
も
手

当
に
巨
額
の
国
費
を
取
ら
れ
る
の
で
認
可
保
育
所
の

大
幅
増
は
難
し
い
。
現
行
児
童
手
当
の
企
業
負
担
分

を
振
り
向
け
る
と
い
う
が
、
財
政
難
に
苦
し
む
市
町

村
は
増
設
に
消
極
的
だ
。

　

厚
労
省
は
潜
在
的
な
待
機
児
童
１
０
０
万
人
に
保

育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
新
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
を

打
ち
出
し
、
社
会
保
障
審
議
会
に
少
子
化
対
策
特
別

部
会（
大
日
向
雅
美
部
会
長
）を
設
置
し
て
新
規
参
入

を
促
す
保
育
制
度
改
革
を
検
討
し
て
い
る
。

　

本
年
２
月
の
第
一
次
報
告
は
措
置
制
度
か
ら
契
約

制
度
へ
の
移
行
を
打
ち
出
し
た
。
現
行
制
度
は
市

町
村
が「
保
育
の
実
施
義
務
」を
負
い
、
保
育
の
必
要

性
・
量（
時
間
）、
受
け
入
れ
先
の
保
育
所
決
定
を
一

体
的
に
判
断
し
決
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
保
育

所
が
足
り
な
い
場
合
は
認
可
外
保
育
施
設
を
紹
介
す

れ
ば
済
む
例
外
規
定
が
あ
る
た
め
、
市
町
村
・
都
道

府
県
が
保
育
所
運
営
費
負
担
増
や
将
来
の
児
童
数
減

少
を
懸
念
し
、
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
施
設
も
認
可
し

な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。

　

新
制
度
案
の
骨
格
は
、
①
市
町
村
が
保
育
の
必
要

性
・
量
、
母
子
家
庭
や
虐
待
さ
れ
た
子
ど
も
な
ど
の

優
先
度
を
判
断
し
、
認
定
証
明
書
を
交
付
し
て
公
的

保
育
の
利
用
を
保
障
す
る
、
②
利
用
者
は
保
育
所
と

公
的
保
育
契
約
を
結
ぶ
、
③
基
準
を
満
た
す
施
設
は

例
外
な
く
認
可
し
、
認
可
外
か
ら
の
移
行
に
も
一
定

期
間
の
経
過
的
財
政
支
援
を
行
う
。

　

高
位
推
計
以
上
の
子
ど
も
を
産
め
る
社
会
に

　

市
町
村
や
都
道
府
県
の
財
源
難
は
深
刻
だ
。
小

泉
政
権
の
三
位
一
体
改
革（
平
成
16
年
度
）で
公
立
保

　

は
じ
め
に

　

本
年
の
出
生
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
大
不

況
に
よ
る
就
職
難
と
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
“
ア
ラ

フ
ォ
ー
化
”が
原
因
で
、
今
後
の
見
通
し
は
厳
し
い
。

土
壇
場
に
追
い
込
ま
れ
た
少
子
化
問
題
を
解
決
す
る

政
策
は
あ
る
の
か
。
民
主
党
政
権
が
導
入
す
る
高

額
の
子
ど
も
手
当
は
起
死
回
生
の
切
り
札
に
な
る
の

か
。
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に
論
を
進
め
た
い
。

　

50
年
ご
と
に
生
産
年
齢
人
口
が
半
減
し
て
い
く

　

前
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
１
・
37
。
平
成
17
年

の
１
・
26
を
ボ
ト
ム
に
３
年
連
続
上
昇
し
、
少
子
化

に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
と
い
う
希
望
的
観
測
も
あ

る
。
し
か
し
本
年
前
半
の
出
生
数（
速
報
）は
前
年
同

期
よ
り
約
１
万
１
０
０
０
人
減
少
し
た
。
景
気
の
悪

化
に
よ
る
雇
用
不
安
だ
け
で
な
く
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア

世
代（
昭
和
46
〜
49
年
生
ま
れ
）が
30
代
後
半
に
達
し

出
産
適
齢
期
人
口
が
減
少
し
て
い
る
た
め
、
た
と
え

出
生
率
が
上
昇
し
て
も
出
生
数
は
減
少
す
る
「
あ
り

地
獄
」に
陥
っ
て
い
る
。

　

将
来
人
口
推
計
（
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

＝
平
成
18
年
）に
よ
る
と
、
平
成
67（
２
０
５
５
）年

の
総
人
口
は
約
４
０
０
０
万
人
減
の
８
９
９
３
万

人
、
平
成
１
１
７（
２
１
０
５
）年
に
は
さ
ら
に
半
減

し
て
４
４
５
９
万
人（
図
）。
９
０
０
年
後
は
ゼ
ロ
に

な
る
ペ
ー
ス
だ
。
そ
こ
ま
で
は
と
も
か
く
、
高
齢
化

の
進
行
は
胸
突
き
八
丁
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
。
本

年
９
月
の
生
産
年
齢
人
口（
15
〜
64
歳
）は
前
年
よ
り

76
万
人
減
少
し
、
高
齢
者
は
80
万
人
増
加
し
た
（
総

務
省
統
計
局
推
計
）。

　

急
激
な
少
子
高
齢
化
は
国
内
市
場
を
縮
小
さ
せ

る
。
乗
用
車
の
販
売
台
数
が
数
年
前
か
ら
減
少
し
続

け
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
景
気
が
回
復
し
て
も
総

需
要
は
中
長
期
的
に
右
肩
下
が
り
で
落
ち
て
い
く
。

問
題
は
少
子
化
対
策
を
充
実
し
て
高
齢
化
と
人
口
減

少
の
ス
ピ
ー
ド
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障

を
は
じ
め
制
度
改
革
を
断
行
し
て
持
続
可
能
な
社
会

に
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
き
る
か
ど
う
か
。
自
民

党
政
権
下
の
少
子
化
対
策
は
財
源
難
の
壁
に
阻
ま
れ

時
代
の
変
化
と
少
子
化
の
ス
ピ
ー
ド
に
追
い
付
か
な

か
っ
た
。

　

先
進
国
並
み
の
手
当
で
立
ち
遅
れ
を
取
り
戻
せ

　

民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
目
玉
と
し
て
月
額

２
万
６
０
０
０
円
（
初
年
度
半
額
）
の
子
ど
も
手
当

と
公
立
高
校
の
実
質
無
償
化
（
私
立
に
も
助
成
）
を

公
約
し
た
。
所
要
財
源
は
子
ど
も
手
当
が
年
間

５
兆
３
０
０
０
億
円
、
高
校
無
償
化
０
・
５
兆
円
。

財
源
の
一
部
と
し
て
配
偶
者
控
除
と
扶
養
控
除
を
廃

止
し
て
２
・
７
兆
円
を
捻ね
ん
し
ゅ
つ出す

る
と
い
う「
チ
ル
ド
レ

ン
・
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
考
え
方
と
経
済
的
支
援
は
高

く
評
価
で
き
る
。

　

子
ど
も
手
当
は
先
進
諸
国
の
経
済
的
支
援（
表
１
）

と
比
べ
て
も
遜そ
ん
し
ょ
く色が

な
い
。
ド
イ
ツ
は
第
３
子
ま
で

約
２
・
３
万
円
、
第
４
子
以
降
約
２
・
７
万
円
で
、
学

生
に
は
26
歳
ま
で
支
給
し
税
制
の
控
除
も
付
く
。
フ

ラ
ン
ス
は
第
２
子
約
１
・
８
万
円
、
第
３
子
以
降
約

２
・
３
万
円
の
ほ
か
10
数
種
類
の
手
当
や
税
制
の
優

遇
が
あ
る
。

　

日
本
の
子
ど
も
手
当
が
高
額
過
ぎ
る
と
い
う
批
判

は
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
冷
遇
し
て
出
生
率
が

最
低
ク
ラ
ス
な
の
で
回
復
に
は「
未
来
へ
の
投
資
」が

子
ど
も
手
当
は
少
子
化
対
策
の
切
り
札
に
な
る
か

　

〜
１
０
０
万
人
の
待
機
児
童
解
消
で
保
育
は
成
長
産
業
〜

社
会
保
障
審
議
会
少
子
化
対
策
特
別
部
会
長
代
理
、
東
北
福
祉
大
学
教
授　

岩
渕
勝
好

減少
▲1,702万人

増加
＋1,091万人

図　今後の急速な少子・高齢化の進行
～日本の将来推計人口（平成18年12月推計）～
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0%

総
人
口
と
65
歳
以
上
人
口
割
合

１
年
間
の
出
生
数（
率
）

１億2,777万人

2,576万人

8,442万人

20.2%

1,758万人

2005

109万人
（1.26）

69.5万人
（1.24）

45.7万人
（1.26）

23.7万人
（1.26）

1億1,522万人

3,667万人

6,740万人

31.8%

1,115万人

8,993万人

3,646万人

4,595万人

40.5%

15歳未満

40.6%

752万人

2030 2055

4,459万人

1,811万人

2,263万人

386万人

2105
（参考）

ほぼ同規模
▲21万人

（年率▲0.9%）
（年率▲1.5%）

65歳以上
15～64歳
高齢化率

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（出生中位、死亡中位の場合）

より急速に
減少

▲2,145万人
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特集　今、改めて少子化を考える

育
所
の
費
用
が
一
般
財
源
化
さ
れ
た
た
め
公
立
保
育

所
の
民
営
化
が
進
み
、
前
年
４
月
の
施
設
数
は
公
立

１
万
１
３
２
８
、
私
立
１
万
１
５
８
１
と
公
私
が
逆

転
し
た
。
私
立
の
運
営
費
負
担
も
あ
る
。

　

自
治
体
や
保
育
所
が
サ
ー
ビ
ス
拡
充
に
消
極
的
な

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
将
来
的
に
供
給
過
剰
に
な
る

と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
人
口
推
計（
中
位
）で

は
、
出
生
数
が
平
成
18
年
の
１
０
９
万
人
か
ら
平
成

42
年
の
69
・
５
万
人
に
減
る
が
、
実
績
を
見
る
と
、

出
生
数
・
率
と
も
高
位
推
計
を
上
回
っ
て
い
る
。
高

位
は
平
成
42
年
に
86
・
４
万
人
で
、
中
位
の
１
・
24

倍
。
し
か
も
新
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
で
保
育
サ
ー
ビ

ス（
３
歳
未
満
）の
提
供
割
合
を
現
状
の
20
％
か
ら
10

年
後
に
38
％
と
２
倍
近
く
に
、
３
〜
５
歳
も
40
％
か

ら
56
％
へ
引
き
上
げ
る
計
画
だ
。
そ
の
上
不
況
で
利

用
希
望
者
は
さ
ら
に
増
え
、
景
気
が
回
復
し
て
も
子

ど
も
を
育
て
な
が
ら
働
く
親
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い

く
に
違
い
な
い
。
保
育
は
医
療
、
介
護
と
並
ぶ
国
内

で
は
ま
れ
な
成
長
産
業
で
あ
る
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
し
待
機
児
童
を
解
消
す
れ
ば
出

生
率
は
回
復
軌
道
に
乗
る
が
、
産
科
の
確
保
を
含
め

対
策
を
怠
る
と
再
び
転
落
す
る
。
出
生
率
回
復
の
鍵

は
、
子
ど
も
手
当
、
保
育
制
度
改
革
、
自
治
体
と
り

わ
け
首
長
の
意
識
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。

表2　保育計画を策定する市区町村（50人以上）

（平成21年4月1日現在）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
57
57
59
60
61
62

１００人以上　小計

63
64
64
64
64
68
69
70
70
72
73
73
73
76
77
78
79
80
80
82
83
83
85
86
87
87
89
90
91
92
93
93
95
96
97
97
99
100
101

50人～99人　小計
50人～99人、100人以上　合計

都道府県

神奈川県
神奈川県
宮城県
東京都
大阪府
愛知県
兵庫県
東京都
福岡県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
北海道
鹿児島県
大阪府
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
東京都
沖縄県
千葉県
沖縄県
兵庫県
北海道
東京都
東京都
沖縄県
山形県
沖縄県
東京都
東京都
京都府
埼玉県
東京都
沖縄県
埼玉県
秋田県
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
茨城県
東京都
東京都
東京都
静岡県
埼玉県
東京都
沖縄県
埼玉県
東京都
東京都
千葉県
東京都
千葉県
東京都
宮城県

市区町村

横浜市
川崎市
仙台市
世田谷区
大阪市
名古屋市
神戸市
板橋区
福岡市
八王子市
相模原市
練馬区
足立区
町田市
札幌市
鹿児島市
堺市
千葉市
大田区
江東区
府中市
港区
東大阪市
江戸川区
宜野湾市
市川市
沖縄市
西宮市
旭川市
調布市
墨田区
那覇市
山形市
浦添市
三鷹市
中野区
京都市
さいたま市
多摩市
糸満市
川越市
秋田市
東村山市
目黒区
藤沢市
茅ヶ崎市
水戸市
杉並区
日野市
西東京市
浜松市
所沢市
中央区
うるま市
川口市
品川区
豊島区
柏市
小金井市
市原市
国分寺市
大崎市

待機児童数
人

1,290
713
620
613
608
595
483
481
473
453
439
429
418
417
402
359
345
318
314
312
301
263
246
238
235
227
223
223
222
221
218
203
198
197
192
190
180
177
176
174
173
155
147
144
144
143
140
137
136
134
134
132
132
127
123
123
122
122
117
114
101
100

17,286

対前年増減

583
130
△120
278
△88
167
△4
245
170
122
134
175
213
183
131
163
34
△17
72
93
113
95
90
36
△4
84
△33
89
△1
17
31
△27
△1
△37
58
46
81
△42
64
50
65
33
26
38
106
42
83
49
38
△18
39
44
83
△13
53
8
64
79
30
66
31
△37
4,282

対前年増減

52
△ 6
39
28
7
△1
43
△33
38
53
39
42
46
△38
1
38
5
49
2
32
76
△22
34
59
10
△4
19
△61
35
15
14
4
14
△8
△3
11
22
17
40
708
4,990

待機児童数
人
99
96
96
96
96
95
94
93
93
90
88
88
88
86
84
82
79
78
78
77
76
76
75
71
70
70
66
65
64
63
62
62
62
61
57
57
56
54
51

2,994
20,280

市区町村

稲城市
浦安市
小平市
東久留米市
読谷村
大津市
船橋市
立川市
南城市
広島市
北区
大和市
西原町
文京区
吹田市
東大和市
武蔵野市
渋谷区
高槻市
宇治市
ひたちなか市
新座市
狛江市
合志市
新宿区
長崎市
富谷町
奈良市
和光市
流山市
葛飾区
宝塚市
松江市
北谷町
武蔵村山市
長浜市
上尾市
春日部市
甲賀市

都道府県

東京都
千葉県
東京都
東京都
沖縄県
滋賀県
千葉県
東京都
沖縄県
広島県
東京都
神奈川県
沖縄県
東京都
大阪府
東京都
東京都
東京都
大阪府
京都府
茨城県
埼玉県
東京都
熊本県
東京都
長崎県
宮城県
奈良県
埼玉県
千葉県
東京都
兵庫県
島根県
沖縄県
東京都
滋賀県
埼玉県
埼玉県
滋賀県

表1　主要国の児童手当、税制による子育て支援の比較

（注）換算レートは、1ドル（＄）＝117円、1ユーロ（€）＝149円、1ポンド（£）＝220円、1スウェーデンクローネ（SEK）＝16円（平成19年1～6月の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場）

児　

童　

手　

当

税　
　
　

制

支給対象・16歳未満の児童（全日
制教育又は無報酬の
就労訓練を受けている
場合は20歳未満）
・第1子から

・第1子週£18.10（月額
換算約1.7万円）
・第2子以降  週£12.10
（月額換算約1.2万円）

・全額国庫負担

・児童税額控除制度
児童手当の支給対象
となる子どもを養育す
る家庭に対し、最大、1
家庭当たり£545（12.0
万円）及び児童一人当
たり£1,845（40.6万円）
を税額控除（所得額が
増加すると控除額は減
少し、£5 8 , 0 0 0（約
1,276万円）を超えると
適用がなくなる。）

・1975年に児童手当と
児童扶養控除を一元
化し、児童手当を第1
子から支給（以前は第
2子から）
・その後、新たに児童税
額控除制度が創設（児
童手当制度と併存）

支給月額
（2007年）

所得制限
　 な　し

財　源

とられて
いる措置

児童手当と
税制上の
措置との関
係、経緯

イギリス
・16歳未満の児童（多子
割増手当については
16歳以上20歳未満の
学生も支給対象）
・第1子から

・子1人当たりSEK1,050
（約1.7万円）
・多子割増手当
2人SEK100（約0.2万円）
3人SEK454（約0.7万円）
4人SEK1,314（約2.1万円）
5人SEK2,363（約3.8万円）

・全額国庫負担

な　し

・1948年にそれまでの児
童扶養控除を廃止し、
児童手当制度を創設
（児童手当制度に一本
化）

な　し

スウェーデン
・18歳未満の児童（失業
者は21歳未満、学生は
27歳未満）
・第１子から

・第３子まで154€（約
2.3万円）
・第４子以降179€（約
2.7万円）

・全額公費負担（連邦政
府74%、州政府及び自
治体26%）

・児童扶養控除
扶養する児童１人当た
り5,808€（約86.5万
円）の所得控除（両親
がいる場合）。児童手
当よりも控除税額が大
きくなる場合に適用。
（児童手当は一旦全員
に支給され、児童扶養
控除の適用については
税の申告時に精算され
る。）

・1995年に児童手当と
児童扶養控除の選択
制を導入、額も引上げ
・かつて、1975年に児童
扶養控除を廃止し、児
童手当を第1子から支
給（以前は第2子から）
したが、1983年に児童
扶養控除が復活

なし（ただし、所得が大きい
場合には税の控除が適用）

ドイツ
・20歳未満の児童
・第2子から

・第２子119.13€（約1.8
万円）、第３子以降
152.62€（約2.3万円）
・11歳以上の児童には
加 算（ 1 1 ～ 1 5 歳
33.51€（約0.5万円）、
16歳以上59.57€（約
0.9万円）

・事業主拠出金（拠出金
率5.4%）と一般福祉
税（CSG、年金や医療
保険充当分を合わせ
税率7.5%）

・n分n乗方式により、子
どもの多い世帯ほど税
負担が軽減（1946年よ
り導入）

・n分n乗方式は、1946
年に財政法により導入
（家族手当制度と併
存）

な　し

フランス
・小学校修了までの児童
・第１子から

3歳まで月10,000円
3歳～小学校卒業
　・第２子まで月5,000円
　・第３子以降月10,000円

・国、地方公共団体及び
事業主拠出金（拠出金
率0.13%）

非被用者780万円未
満、被用者860万円未
満（夫婦、子２人の世
帯）

・扶養控除
扶養家族１人当たり38
万円（所得税）、33万
円（住民税）が所得控
除。（16～23歳の扶養
家族については25万
円控除額が割増し）

・児童手当制度と扶養
控除制度は併存

日　本

・児童税控除
17歳以下の扶養児童
1人当たり1,000＄（約
11.7万円）の税額控除
（ 夫 婦 の 所 得 が
110,000＄（約1,287万
円）までの世帯、それ以
上の場合は控除額が
所得に応じて逓減）
・扶養家族課税控除
扶養家族1人当たり
3,100＄（約36万円）の
所得控除

児童税控除は2002
年までは500＄であっ
たが、2 0 0 3 年に
1,000＄に引き上げら
れ、2004年に適用
期限が2010年まで
延長された。

制　度　な　し

アメリカ
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特集　今、改めて少子化を考える
寄稿 2

特
殊
出
生
率
が
上
昇
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
し
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
少
子
化
対
策
の
成
果
を
図
る
こ
と

は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
少
子
化
対
策
に
は

2
つ
の
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
を

も
っ
て
成
功
し
た
少
子
化
対
策
と
い
い
得
る
の
か
は

難
し
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
市
区
町
村
の
出

生
率
が
高
い
こ
と
の
要
因
に
は
、
少
子
化
対
策
だ
け

で
は
な
く
、
若
年
人
口
の
地
域
間
移
動
、
家
族
関
係
、

地
域
社
会
の
在
り
方
な
ど
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、

複
雑
で
あ
る
。

　
「
次
世
代
育
成
支
援
が
地
域
出
生
力
に
及
ぼ
す
影

響
」（
平
成
19
年
度
児
童
関
連
サ
ー
ビ
ス
調
査
研
究
等

事
業
報
告
書
、
財
団
法
人
こ
ど
も
未
来
財
団
、
平
成

20
年
２
月
）
に
よ
る
と
、
近
年
出
生
率
が
上
昇
し
て

い
る
自
治
体
で
は
、
多
く
の
場
合
、
若
年
有
配
偶
者

人
口
の
増
加
が
観
察
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
豊

富
な
就
業
機
会
、
若
年
夫
婦
に
と
っ
て
入
手
可
能
な

住
宅
の
供
給
、
地
域
住
民
が
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
で

き
る
仕
組
み
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
し
有

効
な
施
策
を
実
施
す
る
行
政
力
な
ど
、
複
数
の
条
件

が
同
時
に
存
在
す
る
。
次
世
代
関
連
支
援
を
は
じ
め

と
す
る
少
子
化
関
連
施
策
が
、
地
域
に
お
け
る
出
生

率
回
復
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
少
子
化
関
連
施
策
が
出
生
率
を

回
復
さ
せ
る
た
め
の
必
要
条
件
の
一
つ
で
は
あ
る
も

の
の
、
必
ず
し
も
十
分
条
件
で
は
な
い
。
実
際
に
出

生
率
が
上
昇
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
そ
の
ほ
か
の

地
域
固
有
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
同
時
に
行
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
治
体

間
の
広
域
連
携
、
都
道
府
県
に

よ
る
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
家
族
政
策
の

　

取
組
み

　

前
年
の
出
生
率
が
２
・
02
と

な
り
、
欧
州
第
１
と
な
っ
た
フ

ラ
ン
ス
は
、
日
本
政
府
が
注
目

す
る
国
で
あ
る
。
最
近
児
童
福

祉
法
が
改
正
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る

保
育
マ
マ
を
保
育
所
に
お
け
る

保
育
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て

法
律
上
位
置
付
け
た
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
影
響
で
あ
る
（
施
行
は
平
成
22
年
４
月
）。

フ
ラ
ン
ス
は
古
く
か
ら
家
族
政
策
を
実
施
し
、
家
族

支
援
は
国
家
の
責
任
で
あ
る
と
さ
れ
、
社
会
的
に
も

合
意
さ
れ
て
い
る（
拙
稿「
フ
ラ
ン
ス
の
子
育
て
支
援

─
家
族
政
策
と
選
択
の
自
由
─
」
海
外
社
会
保
障
研

究
１
６
０
号
参
照
）。

　

フ
ラ
ン
ス
の
家
族
政
策
の
特
色
は
、
第
１
に
、
現

金
給
付
が
重
視
さ
れ
、
家
族
給
付
と
い
わ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る（
平
成
21
年
現
在
、

子
育
て
関
連
給
付
は
11
種
類
）。「
所
得
制
限
の
あ
る

も
の
」と「
な
い
も
の
」が
あ
り
、前
者
は
、低
所
得
の

家
族
の
状
況
を
改
善
す
る「
垂
直
的
連
帯
」、後
者
は
、

子
ど
も
が
も
た
ら
す
負
担
の
部
分
的
補
償
と
い
う
、

子
ど
も
を
持
つ
家
族
と
子
ど
も
の
い
な
い
カ
ッ
プ
ル

な
ど
の
間
の「
水
平
的
連
帯
」の
考
え
方
を
採
っ
て
い

る
。
最
近
話
題
に
な
っ
て
い
る「
子
ど
も
手
当
」を
所

得
制
限
な
し
に
支
給
す
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
議
論

は
、ま
さ
に
「
垂
直
的
連
帯
」
を
す
る
の
か
、「
水
平

的
連
帯
」
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
い
る

の
で
あ
る
。こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、フ
ラ
ン
ス

の
家
族
給
付
に
は
、
働
く
親
が
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
と
き
に
生
じ
る
費
用
負
担
を
補
償
す

る
手
当
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
図
２
参
照
）。

　

第
２
に
、
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
は
施
設
保
育
中
心
で
あ
る

が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
保
育
マ
マ
に
よ
る
家
庭
的
保
育

が
盛
ん
で
あ
り
、
３
歳
未
満
で
は
保
育
マ
マ
に
よ
る

保
育
の
方
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
フ
ラ

ン
ス
の
家
族
政
策
研
究
者
に
よ
る
と
、
保
育
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
出
生
率
の
向
上
に
貢
献

　

日
本
の
少
子
化
対
策
の
展
開

　

日
本
の
少
子
化
対
策
は
、
平
成
２
年
の
い
わ
ゆ
る

１
・
57
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
少

子
化
対
策
の
展
開
を
分
析
す
る
と
、
３
つ
の
時
期
に

分
け
ら
れ
る（
図
１
参
照
）。

　

①
平
成
２
年
か
ら
平
成
10
年
に
か
け
て
の
形
成
期

は
、
少
子
化
対
策
と
い
う
政
策
概
念
が
登
場
せ
ず
、

少
子
化
に
関
連
す
る
諸
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
時

期
で
あ
る
。

　

②
平
成
11
年
か
ら
平
成
13
年
に
か
け
て
の
確
立
期

は
、
少
子
化
対
策
と
い
う
政
策
概
念
が
確
立
し
、
平

成
11
年
の
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
に
基
づ
き
、

少
子
化
対
策
が
実
施
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

　

③
平
成
14
年
以
降
の
展
開
期
は
、
平
成
14
年
の
少

子
化
対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン
に
始
ま
り
、
少
子
化
対
策

の
範
囲
と
主
体
が
拡
大
し
た
時
期
で
あ
り
、
現
在
は

こ
の
時
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
（
詳
し
く
は
、
拙
稿

「
少
子
化
対
策
の
展
開
と
論
点
」国
立
国
会
図
書
館
調

査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
『
少
子
化
・
高
齢
化

と
そ
の
対
応
』参
照
）。
現
在
の
少
子
化
対
策
の
特
色

は
、「
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実
現
」
と
「
包
括
的
な

次
世
代
育
成
支
援
の
枠
組
み
の
構
築
」
を
車
の
両
輪

と
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
前

者
は
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」と
称
さ
れ
、

平
成
19
年
12
月
に
出
さ
れ
た
「
仕
事
と
生
活
の
調
和

（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）憲
章
」お
よ
び「
仕

事
と
生
活
の
調
和
推
進
の
た
め
の
行
動
指
針
」
に
よ

り
、
数
値
目
標
（
例　

６
歳
未
満
の
子
ど
も
を
持
つ

男
性
の
育
児
・
家
事
関
連
時
間
が
10
年
後
に
２
時
間

30
分
）を
掲
げ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
約
20
年
に
わ
た
り
、
少
子
化
対
策

の
取
り
組
み
が
官
民
挙
げ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿

は
、
日
本
の
少
子
化
対
策
の
現
状
を
検
証
し
、
何
が

課
題
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
家

族
政
策
を
参
考
に
す
る
。

　

少
子
化
対
策
と
は
何
か

　

少
子
化
対
策
に
は
、
２
つ
の
側
面
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
少
子
化
が
も
た
ら
し
て
い
る
影
響
に
対

す
る
対
策
で
あ
る
。
例
え
ば
、
労
働
力
減
少
を
緩
和

す
る
た
め
に
若
者
、
女
性
、
高
齢
者
な
ど
の
労
働
市

場
参
加
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
こ
の
意
味
の
少
子
化

対
策
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
少
子
化
の
要
因
に
対
す
る
対
策
で

あ
る
。
結
婚
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
子
ど
も
を
生
め

な
い
原
因
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
対
策
で
あ
る
。
例

え
ば
、
働
く
女
性
が
子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て

も
、
保
育
所
が
十
分
に
な
け
れ
ば
子
ど
も
を
持
つ
こ

と
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
保
育
所
の
整

備
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
側
面
の
少
子
化
対
策

は
、
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
す
る
か
否

か
、
子
ど
も
を
持
つ
か
否
か
は
、
各
人
が
自
由
に
決

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
国
や
地
方
自
治

体
が
む
や
み
に
介
入
し
て
は
い
け
な
い
事
柄
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

少
子
化
対
策
と
い
う
と
後
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
同
時
に
前
者
の
少
子
化
対
策
も
意
識

し
、
両
面
か
ら
の
対
策
を
抜
か
り
な
く
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

　

地
方
自
治
体
の
少
子
化
対
策
の
取
り
組
み

　

上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
結
果
的
に
合
計

日
本
の
少
子
化
対
策
の
現
状
と
課
題

─
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
政
策
か
ら
の
提
言
─日

本
大
学
法
学
部
教
授　

神
尾
真
知
子

1990（平成2）年

1994（平成6）年12月

1999（平成11）年12月

1999（平成11）年12月

2001（平成13）年7月

2002（平成14）年9月

2003（平成15）年7月

2004（平成16）年6月

2004（平成16）年12月

2005（平成17）年4月

2006（平成18）年6月

2007（平成19）年12月

2007（平成19）年12月

2008（平成20）年2月

2008（平成20）年7月

2008（平成20）年11月

〈1.57ショック〉　＝　少子化の傾向が注目を集める

4大臣（文・厚・労・建）合意

＋

少子化対策推進関係閣議会議決定

エンゼルプラン

新エンゼルプラン

少子化対策推進基本方針

平16.12.24少子化社会対策会議決定

平18.6.20少子化社会対策会議決定

（2005（平成17）年度～09（平成21）年度）

子ども・子育て応援プラン

新しい少子化対策について

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略

｢新待機児童ゼロ作戦」について

社会保障国民会議最終報告

５つの安心プラン　③未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会

平19.12.27少子化社会対策会議決定

（参考）
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議
　【分科会】　
　　１ 基本戦略分科会
　　２ 働き方の改革分科会　
　　３ 地域・家族の再生分科会
　　４ 点検・評価分科会

【車の両輪】
・仕事と生活の調和の推進
・包括的な次世代育成支援の枠組みの構築

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章
仕事と生活の調和推進のための行動指針

平15.9.1施行

平13.7.6閣議決定

仕事と子育ての両立支援等の方針
（待機児童ゼロ作戦等）

3大臣（大・厚・自）合意

（1995（平成7）年度～1999（平成11）年度）

6大臣（大・文・厚・労・建・自）合意
　（2000（平成12）年度～04（平成16）年度）

緊急保育対策等５か年事業

厚生労働省まとめ

平15.7.16から
段階施行

少子化対策プラスワン

地方公共団体、
企業等における

行動計画の策定・実施

次世代育成支援対策推進法
少子化社会対策基本法

平16.6.4閣議決定

少子化社会対策大綱

出典：「平成21年版少子化社会白書」内閣府

図１　日本の少子化対策の経緯
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特集　今、改めて少子化を考える
寄稿 3

　

日
本
一
の
生
産
量
を
誇
る

　

さ
く
ら
ん
ぼ
に
こ
だ
わ
っ
た
ま
ち
づ
く
り

　

東
根
市
は
、
山
形
県
内
陸
部
に
広
が
る
村
山
盆
地

の
中
央
に
位
置
す
る
人
口
４
万
６
千
人
の
ま
ち
で
あ

る
。
東
北
唯
一
の
政
令
市
で
あ
る
仙
台
市
に
隣
接
し
、

山
形
空
港
、
山
形
新
幹
線
さ
く
ら
ん
ぼ
東
根
駅
、
東

北
中
央
自
動
車
道
東
根
Ｉ
Ｃ
が
集
積
す
る
高
速
交
通

網
の
要
衝
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
は
、
さ
く
ら
ん
ぼ
の
王
様「
佐
藤
錦
」発
祥
の

地
で
あ
り
、
さ
く
ら
ん
ぼ
生
産
量
日
本
一
（
国
内
生

産
量
の
約
20
％
を
占
め
る
。）
を
誇
っ
て
い
る
。
日
本

一
の
さ
く
ら
ん
ぼ
を
全
国
に
発
信
す
る
た
め
、
平
成

11
年
に
全
国
で
初
め
て
く
だ
も
の
の
名
前
を
冠
し
た

「
さ
く
ら
ん
ぼ
東
根
駅
」を
開
設
す
る
な
ど
、さ
く
ら
ん

ぼ
に
こ
だ
わ
っ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
平
成
14
年
か
ら
開
催
し
て
い
る「
果
樹
王

国
ひ
が
し
ね
さ
く
ら
ん
ぼ
マ
ラ
ソ
ン
大
会
」は
、
真
っ

赤
に
実
る
さ
く
ら
ん
ぼ
を
眺
め
な
が
ら
走
る
爽そ
う
か
い快

さ

と
、
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
手
づ
く
り
の
大
会

運
営
が
好
評
で
あ
る
。
第
８
回
目
と
な
っ
た
今
年
の

大
会
は
参
加
者
が
８
７
０
０
人
を
超
え
、
名
実
と
も

に
東
北
一
の
大
会
に
成
長
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

全
国
の
市
で
初
の

　
「
に
っ
け
い
子
育
て
支
援
大
賞
」
受
賞

　

全
国
的
に
少
子
高
齢
化
を
伴
う
人
口
減
少
が
顕
在

化
し
て
い
る
が
、
本
市
は
、「
子
育
て
す
る
な
ら
東

根
市
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
取
り
組
ん
で
き
た

子
育
て
支
援
施
策
な
ど
が
功
を
奏
し
、
県
内
の
自
治

体
で
唯
一
人
口
が
増
加
し
て
い
る
。

　

平
成
17
年
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
さ
く
ら
ん
ぼ

タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
」
を
拠
点
と
し
た
子
育
て
支

援
の
取
り
組
み
と
、
子
育
て
に
要
す
る
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る「
子
育
て
応
援
５
つ
星
事
業
」が
高
く

評
価
さ
れ
、
昨
年
、
全
国
の
市
で
初
め
て
日
本
経
済

新
聞
社
主
催「
に
っ
け
い
子
育
て
支
援
大
賞
」を
受
賞

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

子
育
て
支
援
の
拠
点
施
設

　
「
さ
く
ら
ん
ぼ
タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
」

　
「
さ
く
ら
ん
ぼ
タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
」
に
は
、
子

育
て
健
康
課
を
は
じ
め
、
総
合
健
診
室
、
休
日
診
療

所
、
会
議
室
、
視
聴
覚
室
、
調
理
実
習
室
、
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
、
屋
内
遊
戯
施
設
・
け
や
き
ホ
ー
ル
、

５
０
０
人
収
容
の
ホ
ー
ル
、
保
育
所
（
定
員
１
５
０

名
）を
配
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
タ
ン
ト
」と
は
、
イ
タ
リ
ア
語（
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
ｏ
）で

“
た
く
さ
ん
”と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
た
く
さ
ん
の
人
に
来
て
欲
し
い
。」
と
い
う
願
い

を
込
め
て
名
付
け
た
タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
は
、
開

館
か
ら
わ
ず
か
３
年
足
ら
ず
で
入
館
者
１
０
０
万
人

を
突
破
し
た
。

　

ま
た
、
皇
太
子
殿
下
や
猪
口
元
少
子
化
担
当
大
臣

が
視
察
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
全
国
か
ら
行
政
視
察

が
後
を
絶
た
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

タ
ン
ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
は
市
内
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
に
委
託
し
て
い
る
が
、
連
日
の
よ
う
に
ソ

フ
ト
事
業
が
展
開
さ
れ
る
な
ど
、
多
彩
な
人
材
の
専

門
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
管
理
運
営
の
随
所
に
生
か
さ
れ

て
お
り
、
リ
ピ
ー
タ
ー
を
生
む
最
大
の
要
因
と
な
っ

て
い
る
。

遊
び
を
通
し
て
子
ど
も
を
は
ぐ
く
む

子
ど
も
の
視
点
か
ら
見
た
子
育
て
支
援

東ひ
が
し
ね根
市
長　

土
田
正
剛

し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

第
３
に
、
働
く
女
性
が
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
の
障

害
を
徹
底
的
に
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
今
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
の
労
働
力

率
は
63
・
８
％
と
な
っ
て
い
る
し
、
幼
い
子
ど
も
を

持
つ
女
性
が
働
く
こ
と
に
対
す
る
社
会
的
な
理
解
が

得
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
政
策
の
基
本
的
な

理
念
は
、「
選
択
の
自
由
」を
保
障
し
よ
う
と
す
る
こ

と
に
あ
り
、
日
本
の
子
育
て
支
援
の
状
況
と
比
較
す

る
と（
図
３
参
照
）、
多
様
な
選
択
が
用
意
さ
れ
、
選

択
が
家
族
給
付
お
よ
び
税
制
に
よ
っ
て
経
済
的
に
保

障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

日
本
の
少
子
化
対
策
の
課
題

　

フ
ラ
ン
ス
の
家
族
政
策
と
比
較
す
る
と
、
日
本
の

少
子
化
対
策
は
現
金
給
付
お
よ
び
保
育
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
少

子
化
対
策
と
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
財
源
の
問
題
が
生
ず
る
。
低
成
長

で
税
収
増
が
望
め
な
い
中
、
財
源
を
作
る
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。
少
子
化
対
策
に
財
源
を
回
せ
ば
、
こ
れ
ま
で

の
政
策
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
層
が
出
て
く

る
。
当
然
反
発
も
出
て
く
る
。
そ
こ
で
必
要
な
の
が

国
民
的
議
論
で
あ
る
。
日
本
の
少
子
化
対
策
は
政
府

主
導
で
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
人
々
は「
少
子
化
」と

い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も
を
育
て
る
こ

と
を
私
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
社

会
的
に
支
え
る
べ
き
も
の
と
と
ら
え
る
の
か
に
つ
い

て
、
十
分
議
論
し
、
社
会
的
な
合
意
を
得
て
い
な
い
。

ま
た
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
に
見

る
よ
う
に
、
少
子
化
対
策
の
主
体
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
た
企
業
に
対
す
る
働
き
掛
け
が
重
要
で
あ
る
。

　

地
方
自
治
体
は
、
そ
の
自
治
体
の
住
民
の
抱
え
る

ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

少
子
化
対
策
は
、
そ
れ
だ
け
で
成
功
す
る
政
策
で
は

な
い
の
で
、
住
み
や
す
く
生
活
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
と
い
う
総
合
的
な
政
策
を
進
め
な
が
ら
、
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
重
点
的
な
政
策
を
実
行
し
て
い
く
こ
と

が
効
果
的
で
あ
る
。

図２　フランスの子育て支援と選択の自由

労　働　者

就 労 継 続 就 労 中 断

育児親休業

短時間勤務

就業自由選択
オプショナル手当

全日休業

保 育 学 校

集団的受入れ

多 機 能 的 受 入 れ

自宅保育保育ママに
よる保育

家庭保育所に
雇用される
保育ママによる

保育

親が雇用する
保育ママによる

保育

家庭的受入れ

子どもの誕生

子どもの受入れの選択

養　子

養子休業

出産休業出産手当⇒

費用の⇒
税控除

費用の⇒
税控除

⇒

費用の
　税控除

⇒

養子手当

⇒

出産保険

　就業自由⇒

選択補足
　手当

3人以上の
子どもの
いる人の
選択可能性

⇒

保育方法
　自由選択
　補足手当

出産休業 父親休暇

就労継続の
有無の選択

保育方法
の選択 育児親

休業方法
の選択

健
康
保
険

集団的
保育方法
の選択

家庭的
保育方法
の選択

保育ママ
による
保育方法
の選択

幼

稚

園

一
時
託
児
所

親
保
育
所

集
団
保
育
所

作成：神尾真知子

図３　日本の子育て支援と選択の自由

労　働　者

就 労 継 続

事業主の
講ずる措置注2） 全 日 休 業

就 労 中 断

育 児 休 業

集団的受入れ 家庭的受入れ

保 育 所認定
子ども園

保育ママによる保育

子どもの誕生

子どもの受入れの選択

注1）

⇒

雇用保険
による
育児休業
給付

養　子

出産休業

出産休業

就労継続の
有無の選択

保育方法
の選択

育児休業
方法の選択

健
康
保
険

注： 1） 日本では「保育ママによる保育」という選択は、絶対的数が少ないので点線で示した。選択可能性が

ほとんどないといってよいだろう。

2） 事業主の講ずる措置は、以下のうち1つが義務づけられている（育児・介護休業法23条）

　　　　①短時間勤務の制度

　　　　②フレックスタイム制

　　　　③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

　　　　④所定外労働をさせない制度

　　　　⑤託児所施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

1歳（場合によっては1歳6カ月）から3歳に達するまでの子を養育する労働者については、上記措置

の代わりに育児休業の制度に準じる措置でも可。

3）幼稚園は開園時間が短いので、就労継続の方法としては掲載しなかった。幼稚園に預り保育がつい

ている場合は、可能である。

4）育児休業方法の選択のうち、「事業主の講ずる措置」に関する育児・介護休業法改正が最近あった。

現時点では未施行であるが、「短時間勤務の制度」（１日６時間）は事業主の必ず取らなければならな

い措置義務となり、また、労働者が所定外労働の免除を請求できるようになった。

作成：神尾真知子
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特集　今、改めて少子化を考える

お
り
で
あ
る
。

　
（
１
）
妊
産
婦
健
診
費
用
の
助
成
（
通
常
14
回
必
要

な
検
診
の
７
回
分
の
経
費
を
助
成
）

　
（
２
）
乳
幼
児
を
対
象
に
休
日
保
育
を
実
施
（
県
内

一
の
低
料
金
で
休
日
保
育
）

　
（
３
）未
就
学
児
の
医
療
費
を
無
料
化

　
（
４
）小
学
生
の
入
院
医
療
費
を
無
料
化

　
（
５
）
父
子
家
庭
の
医
療
費
を
無
料
化
（
母
子
家
庭

と
同
様
に
18
歳
ま
で
医
療
費
負
担
を
軽

減
）

　

さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援
事
業
を
横

断
的
に
組
み
合
わ
せ
た
独
自
の
取
り
組

み
は
、
子
育
て
世
帯
の
転
入
や
人
口
増

加
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、

平
成
20
年
に
お
け
る
本
市
の
合
計
特
殊

出
生
率
は
１
・
70
（
平
成
19
年
は
１
・

66
）
に
上
昇
し
、
県
内
13
市
で
最
も
高

く
な
っ
た
。

　

行
政
は
民
間
企
業
と
異
な
り
、
効
率

の
み
を
追
求
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
行
財
政
改
革
や
創
意
工
夫

に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
経
費
は
、
積
極

的
に
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
充
て
て

い
る
。

　

み
ん
な
で
築
く
明
日
の
ひ
が
し
ね

　
「
子
ど
も
の
遊
び
場
」を
整
備

　

現
在
の
「
子
育
て
応
援
５
つ
星
事
業
」

の
多
く
は
、
国
・
県
の
制
度
拡
充
に
よ
っ

て
対
応
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
特
色
が
薄

れ
た
た
め
、
来
年
度
に
向
け
て
、
既
存

の
取
り
組
み
を
拡
充
し
た
「
新
子
育
て

応
援
５
つ
星
事
業
」
創
設
を
検
討
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
子

育
て
に
か
か
る
親
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
新
た
な
子
育
て
支
援

策
と
し
て
、
子
ど
も
の
視
点
に
立
っ
た
取
り
組
み
を

強
化
し
て
い
き
た
い
。

　

い
つ
の
世
も
親
の
一
番
の
願
い
は
、
子
ど
も
が
心

身
と
も
に
健
や
か
に
育
つ
こ
と
で
あ
る
。
都
市
化
や

核
家
族
化
で
人
と
ふ
れ
あ
う
機
会
が
少
な
く
な
り
、

学
校
が
終
わ
っ
た
後
は
学
習
塾
や
習
い
事
、
貴
重
な

遊
び
の
時
間
は
も
っ
ぱ
ら
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
と
い
う
現

代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
今
度
は
屋
外
で
伸
び
伸
び
と

遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る「
子
ど
も
の
遊
び
場
」を
提
供
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
自
分
の
責
任
で
自
由
に
遊
び

さ
ま
ざ
ま
な
人
と
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か

な
心
と
感
性
を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
、
自
ら
考
え
判

断
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

市
民
検
討
組
織
の
意
見
を
基
に
今
年
度
中
に
基
本
計

画
を
策
定
し
、
平
成
22
年
度
か
ら
事
業
に
着
手
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

行
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
常
に
変
化
し
て
お
り
、

市
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら
え
、
将
来
の
展
望
を
踏

ま
え
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
も
、

市
民
の
英
知
を
結
集
し
、
安
心
し
て
子
育
て
す
る
こ

と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

大
幅
な
人
口
減
少
が
予
想
さ
れ
、
大
き
な
成
長
は
望

め
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
が
、
知
恵
を
し
ぼ
り

工
夫
を
重
ね
、
少
子
化
と
い
う
壁
に
敢
然
と
立
ち
向

か
っ
て
い
く
覚
悟
で
あ
る
。

　
「
多
少
の
け
が
は
お
持
ち
帰
り
を
！
」

　

冒
険
心
を
は
ぐ
く
む
「
け
や
き
ホ
ー
ル
」

　

昔
は
、
子
ど
も
た
ち
が
大
勢
で
遊
ぶ
姿
が
、
そ
こ

か
し
こ
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
遊
び
や
け
ん
か

を
通
し
て
、
人
の
痛
み
を
知
り
、
先
輩
を
尊
ぶ
心
や

後
輩
を
思
い
や
る
心
が
育
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
社
会
的
な
ル
ー
ル
や
礼
儀
も
、
こ

う
し
た
中
で
自
然
と
身
に
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

　
「
け
や
き
ホ
ー
ル
」
は
、
た
く
ま
し
い
昔
の
子
ど
も

た
ち
の
遊
び
を
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
少
し
で
も

体
験
さ
せ
た
い
。
遊
び
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の

豊
か
な
人
間
性
を
は
ぐ
く
み
た
い
と
い
う
思
い
で
整

備
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

け
や
き
ホ
ー
ル
の
屋
内
遊
具
は
東
北
一
の
規
模
を

誇
り
、
国
の
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る

「
日
本
一
の
大
ケ
ヤ
キ
」（
樹
齢
１
５
０
０
年
以
上
、
幹

の
太
さ
16
ｍ
、
直
径
５
ｍ
、
高
さ
28
ｍ
）
を
モ
チ
ー

フ
に
、
子
ど
も
た
ち
の
創
造
性
、
協
調
性
、
冒
険
心

な
ど
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
意
図
し
て
設
計
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
け
や
き
ホ
ー
ル
運
営
の
理
念
は
、「
多

少
の
け
が
は
お
持
ち
帰
り
を
！
」
で
あ
る
。
単
純
な

遊
具
と
異
な
り
、
年
齢
に
よ
っ
て
何
回
で
も
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
き
る
飽
き
な
い
構
造
で
、
時
に
は
遊
ん
で
い

る
う
ち
に
軽
い
け
が
を
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
仲
間
に
励
ま
さ
れ
泣
き
べ
そ
を
か
き

な
が
ら
も
遊
び
の
輪
の
中
に
戻
っ
て
い
く
子
ど
も
の

姿
を
見
る
と
、
ま
さ
に
わ
が
意
を
得
た
り
の
心
境
で

あ
る
。

　

最
近
で
は
、
児
童
施
設
や
小
学
校
な
ど
の
遠
足
の

コ
ー
ス
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
外
か
ら

の
来
館
者
が
ま
す
ま
す
増
加
し
、
多
い
時
に
は
１
日

１
７
０
０
人
を
超
え
る
ほ
ど
の
人
気
で
あ
る
。

　

行
革
で
節
減
し
た
財
源
を
子
育
て
支
援
へ

　
「
子
育
て
応
援
５
つ
星
事
業
」

　

少
子
化
に
歯
止
め
を
か
け
、
地
域
社
会
の
活
力
を

維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
子
ど
も
を
安
心
し
て

生
み
育
て
ら
れ
る
環
境
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

　

本
市
は
、
平
成
20
年
度
か
ら
、
さ
く
ら
ん
ぼ
タ
ン

ト
ク
ル
セ
ン
タ
ー
に
併
設
し
た
「
ひ
が
し
ね
保
育
所
」

の
運
営
を
民
間
企
業
に
委
託
し
て
節
減
さ
れ
る
経
費

を
活
用
し
、「
子
育
て
応
援
５
つ
星
事
業
」
を
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
業
の
概
要
は
、
次
の
と

子どもの冒険心をはぐくむ「けやきホール」

さくらんぼタントクルセンター内の遊戯施設で伸び伸びと遊ぶ子どもたち
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特集　今、改めて少子化を考える
寄稿 4
少
子
化
対
策
と
し
て
の

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業

橿か
し
は
ら原
市
長　

森
下　

豊

事
業
趣
旨
の
周
知
に
努
め
る
し
か
対
策
は
な
い
。
極

端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
事
業
を
始
め
た
は
良
い
が
援

助
会
員
の
登
録
０
人
と
い
う
事
態
も
予
想
さ
れ
た
。

有
償
と
は
い
え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
色
合
い
が

濃
い
。し
か
し
、杞き
ゆ
う憂

で
あ
っ
た
。わ
が
橿
原
市
民
の

意
識
は
、当
方
の
予
測
を
越
え
て
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

平
成
21
年
8
月
末
現
在
の
登
録
会
員
数
１
５
１
人

の
う
ち
、
援
助
会
員
29
人
、
両
方
会
員
（
依
頼
も
す

る
が
援
助
も
す
る
会
員
）
36
人
を
合
わ
せ
る
と
65
人

の
登
録
が
あ
り
、
需
要
に
対
応
で
き
て
い
る
現
況
で

あ
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
事
業
開
始
の
直
前
ま
で
担
当
部

局
内
で
も
議
論
の
分
か
れ
た
点
で
あ
る
。

　

当
初
、
３
カ
月
児
か
ら
中
学
校
入
学
以
前
ま
で
を

対
象
と
す
べ
き
と
の
案
も
あ
っ
た
が
、
援
助
会
員
の

負
担
、
児
童
の
安
全
面
な
ど
を
検
討
し
た
結
果
、
１

歳
児
か
ら
と
し
た
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
登
録
前
の
説
明
会
、
講
習
会
の

内
容
の
充
実
と
、
依
頼
会
員
・
援
助
会
員
両
者
の
事

前
打
ち
合
わ
せ
の
義
務
化
お
よ
び
依
頼
会
員
の
確
認

を
受
け
た
セ
ン
タ
ー
あ
て
の
活
動
報
告
書
提
出
の
義

務
化
な
ど
、
種
々
の
方
策
を
講
じ
た
。
現
時
点
で
の

依
頼
会
員
、
援
助
会
員
双
方
か
ら
苦
情
は
寄
せ
ら
れ

て
い
な
い
。

　

④
に
つ
い
て
は
、
援
助
会
員
へ
の
講
習
受
講
の
義

務
化
と
講
習
内
容
の
安
全
・
衛
生
面
の
充
実
を
図
る

こ
と
に
し
た
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
万
が
一
に

備
え
て「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
保
険
」に
加
入
済
み

で
あ
る
。
現
時
点
で
事
故
の
発
生
は
０
で
あ
る
。

　

平
成
20
年
5
月
か
ら
21
年
９
月
ま
で
の
事
業
実
績

に
つ
い
て
は
、
別
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
依
頼
会
員
か
ら
は
「
大
変
助
か
っ
た
」「
感

謝
し
て
い
る
」、
ま
た
援
助
会
員
か
ら
は「
感
謝
さ
れ

て
大
き
な
喜
び
を
感
じ
た
」「
や
り
が
い
を
感
じ
た
」

な
ど
の
声
が
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
て
い
て
、
事
業

は
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
と
展
望

　

以
上
、本
市
の「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
」
の
現
在
ま
で
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

今
後
の
課
題
と
展
望
を
以
下
に
記
し
た
い
と
思
う
。

　

就
学
前
の
児
童
を
対
象
と
す
る
子
育
て
支
援
策
の

大
き
な
柱
は
、
保
育
所
事
業
、
幼
稚
園
事
業
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
業
の
拡
充
に
つ
い
て
は
、延
長
保
育
、一

時
保
育
、病
児
病
後
児
保
育
、預
か
り
保
育
な
ど
の

施
策
を
本
市
で
も
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
が
主
体
と
な
る
施
策
・
制
度

は
柔
軟
運
営
に
限
界
が
あ
る
上
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
内
容
も
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

し
、
利
用
す
る
市
民
の
側
に
も
制
約
が
多
い
。
ま
た
、

行
政
に
と
っ
て
財
政
的
負
担
は
小
さ
く
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
行
政
が
既
存
の

施
策
・
制
度
で
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
で
の
子
育
て

支
援
策
と
し
て
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
」
は
理
に
か
な
っ
た
施
策
の
一
つ
で
あ
る
と
判

断
し
た
。

　

当
事
業
の
課
題
と
し
て
は
、
会
員
数
の
増
員
、
と

り
わ
け
援
助
会
員
の
増
員
で
あ
り
、
そ
し
て
事
業
の

趣
旨
─
「
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
た
会
員
相
互
の
助

け
合
い
の
た
め
の
事
業
で
あ
り
組
織
で
あ
る
」
─
の

周
知
徹
底
を
図
り
会
員
の
意
識
レ
ベ
ル
の
維
持
、
向

上
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

　

依
頼
会
員
の
増
員
は
、
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
援
助
会
員
の
増
員

は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
し
て
、
多
く
の
会
員
の

意
識
レ
ベ
ル
の
維
持
、
向
上
を
図
る
こ
と
は
困
難
が

多
い
。
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
事
業
の
成

否
は
、
会
員
意
識
の
在
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
、
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
幸
い
現
時
点
ま
で
は
、

本
市
の
市
民
の
当
該
事
業
に
か
か
る
意
識
は
期
待
以

上
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
増
員
を
図
っ
た
上

　

橿
原
市
の
少
子
高
齢
化
状
況

　

橿
原
市
は
昭
和
31
年
市
制
施
行
以
来
、
奈
良
県
の

中
南
和
地
域
の
中
核
的
な
市
と
し
て
順
調
な
発
展
を

し
て
き
た
。

　

市
制
施
行
時
の
人
口
は
３
万
８
５
６
０
人
で
あ
っ

た
が
現
在
は
12
万
５
４
９
５
人
（
平
成
21
年
10
月
1

日
現
在
）
で
あ
る
。
特
に
、
市
の
南
西
部
に
お
い
て

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
は
、
大

都
市
大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
機
能
を
期
待

さ
れ
、
人
口
は
急
激
な
延
び
を
見
せ
た
。
こ
こ
数
年

の
人
口
は
12
万
５
６
０
０
人
前
後
を
微
増
、
微
減
を

繰
り
返
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
別
表
１
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
市

で
も
急
激
な
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
。
高
齢
化
率
も

平
成
20
年
度
で
21
・
１
％
を
示
し
て
い
る
。
市
域
は

ほ
と
ん
ど
が
平
野
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「
限
界
集
落
」
と
い
う
よ
う
な
地
域
は
存
在
し
な
い

が
、
少
子
高
齢
社
会
へ
の
道
を
歩
み
つ
つ
あ
る
の
は

間
違
い
な
い
。

　

よ
っ
て
、
少
子
化
対
策
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、

本
市
も
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
て
き
て
お
り
、現

在
も
有
効
な
方
策
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て

　

少
子
化
対
策
と
し
て
の「
子
育
て
支
援
事
業
」に
は

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
あ
る
が
、今
回
は
本
市
が
平
成

20
年
5
月
よ
り
実
施
し
て
い
る「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
事
業
」に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

（
１
）　

既
存
の「
子
育
て
支
援
事
業（
制
度
）」に
比
べ

て
柔
軟
な
運
営
が
可
能
。

（
２
）　

行
政
側
の
財
政
的
負
担
が
少
な
い
。

（
３
）　

市
民
に
参
加（
協
働
）意
識
を
持
っ
て
も
ら
え

る
。

　

以
上
の
条
件
を
満
た
す「
子
育
て
支
援
策
」と
し
て

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
」を
企
画
す

る
に
至
っ
た
。

　

既
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
当
事
業
に
つ

い
て
概
略
説
明
す
る
と
、「
子
育
て
の
援
助
を
受
け

た
い
人（
依
頼
会
員
）と
援
助
を
し
た
い
人（
援
助
会

員
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
会
員
と
な
り
、
市
に
登
録
し
、

市
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
調
整
を
受
け
な
が
ら
、
相
互
に

助
け
合
っ
て
い
く
事
業
」と
な
る
。

　

そ
の
援
助
の
内
容
は

（
ア
）保
育
施
設
へ
の
送
迎

（
イ
）保
育
施
設
の
保
育
開
始
時
ま
で
の
預
か
り

（
ウ
）保
育
施
設
の
保
育
終
了
後
の
預
か
り

（
エ
）放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
終
了
後
の
預
か
り

（
オ
）学
校
の
放
課
後
の
預
か
り

（
カ
）
終
日
の
預
か
り
（
た
だ
し
、
最
長
午
前
7
時
か

ら
午
後
8
時
ま
で
）

（
キ
）そ
の
他

　

と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
援
助
回
数
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
制

限
を
設
け
て
い
な
い
が
、
長
期
・
継
続
的
な
利
用
は

想
定
し
て
い
な
い
。

　

事
業
を
発
足
さ
せ
る
に
お
い
て
特
に
苦
慮
し
た
点

は
、
次
の
4
点
で
あ
っ
た
。

①
援
助
会
員
の
不
足

②
対
象
児
童
年
齢
の
決
定

③
依
頼
会
員
、
援
助
会
員
の
信
頼
関
係
の
醸
成

④
事
故
の
発
生

　

①
に
つ
い
て
は
、
一
番
苦
慮
し
た
点
で
あ
っ
た
。

ファミリーサポートセンターの会員登録を兼ねた説明会
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で
、
今
後
も
こ
の
レ
ベ
ル
を
維
持
・
向
上
さ
せ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
方
策
と
し
て
は
、
説
明
会
、
講
習
会
の
質
・

量
と
も
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。
ま

た
、
既
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業

に
対
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
な
る
冊
子
を
作
成
し
て
、
事
業

の
啓け
い
も
う蒙
・
啓
発
に
努
め
る
と
と
も
に
、
会
員
の
行
動

マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
も
活
用
し
て
い
る
。
今
後
、
活

動
後
の
依
頼
会
員
、
援
助
会
員
か
ら
の
生
の
声
を
き

め
細
か
く
拾
い
上
げ
、
当
該
冊
子
の
内
容
を
よ
り
充

実
し
た
も
の
に
し
て
い
き
た
い
。

　

当
該
事
業
に
対
す
る
需
要
量
は
、
相
当
大
き
い

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
事
業
の
さ
ら
な
る
啓
発
に
努

め
、
将
来
は
会
員
が
全
市
的
に
網
羅
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
じ
地
域
内
に
お
い
て
気
軽
に
「
お
願
い

し
ま
ー
す
」「
い
い
で
す
よ
ー
」
と
依
頼
と
援
助
が
活

発
に
行
わ
れ
る
、
柔
軟
で
利
用
し
や
す
い
事
業
に
発

展
さ
せ
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

表１　橿原市０～５歳児の人口推移

年次 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 幼児計 増減率 橿原市人口

昭和50年 1,806 2,116 2,144 2,141 2,074 1,998 12,279 90,666

55年 1,532 1,570 1,807 1,788 1,992 1,931 10,620 −13.5% 106,089

60年 1,367 1,446 1,423 1,443 1,439 1,520 8,638 −18.7% 112,302

平成元年 1,289 1,290 1,277 1,312 1,322 1,480 7,970 −7.7% 114,622

2年 1,223 1,298 1,293 1,262 1,304 1,321 7,701 −3.4% 115,413

3年 1,199 1,226 1,299 1,320 1,275 1,319 7,638 −0.8% 116,246

4年 1,242 1,215 1,220 1,322 1,327 1,296 7,622 −0.2% 117,276

5年 1,312 1,271 1,221 1,225 1,333 1,337 7,699 1.0% 118,574

6年 1,277 1,328 1,297 1,228 1,267 1,333 7,730 0.4% 120,343

7年 1,420 1,297 1,362 1,293 1,264 1,293 7,929 2.6% 121,962

8年 1,368 1,422 1,324 1,392 1,304 1,272 8,082 1.9% 123,377

9年 1,364 1,384 1,420 1,327 1,404 1,289 8,188 1.3% 124,406

10年 1,431 1,344 1,365 1,412 1,284 1,376 8,212 0.3% 124,845

11年 1,360 1,445 1,325 1,355 1,391 1,280 8,156 −0.7% 124,931

12年 1,367 1,387 1,398 1,314 1,338 1,370 8,174 0.2% 125,174

13年 1,293 1,355 1,341 1,372 1,300 1,321 7,982 −2.3% 125,365

14年 1,280 1,292 1,355 1,338 1,362 1,292 7,919 −0.8% 125,604

15年 1,255 1,279 1,267 1,339 1,302 1,338 7,780 −1.8% 125,678

16年 1,205 1,263 1,265 1,241 1,339 1,295 7,608 −2.2% 125,968

17年 1,129 1,194 1,270 1,237 1,233 1,330 7,393 −2.8% 125,533

18年 1,123 1,162 1,181 1,244 1,239 1,223 7,172 −3.0% 125,728

19年 1,134 1,149 1,144 1,187 1,223 1,238 7,075 −1.4% 125,608

20年 1,115 1,147 1,124 1,118 1,173 1,206 6,883 −2.7% 125,728

表2　ファミリー・サポート・センターの活動内容及び件数

活　動　種　別 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 合計

保育施設の保育終了後、預かる 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

保育施設までの迎えとその後、預かる 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 4 13

小学校から保育施設までの送迎 0 0 0 0 9 14 14 13 15 14 13 92

保育施設から家までの送迎 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 8

預かる 0 0 0 0 0 2 2 6 3 5 12 30

家へ迎えに行って病院へ連れていき家まで送り届ける 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

計 0 5 4 0 10 18 18 20 24 21 30 150

●平成20年度（5月開始～3月）

活　動　種　別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計

保育施設の保育終了後、預かる 0 0 0 1 0 0 1

保育施設までの迎えとその後、預かる 14 1 0 4 0 1 20

保育施設から家までの送迎 1 0 2 5 0 0 8

預かる 18 5 1 5 2 1 32

家へ迎えに行って病院へ連れていき家まで送り届ける 0 0 1 0 0 0 1

計 33 6 4 15 2 2 62

●平成21年度（4月～9月）

（件）

（件）




